
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲区 HP 

区内の中小企業等が販路拡大のために展示会等(インターネットを利用して 

行われるものを含む。)へ出展する場合に、出展に係る経費の一部を区が補助します。 

補助対象事業者 

補助対象となる展示会 

補助金額 

申請書類 

補助対象経費 

申請方法 

その他 

次のいずれかに該当する中小企業者等（詳細の申請要件は区ホームページをご確認ください） 

・中小企業基本法第 2 条第１項各号に掲げる中小企業者で、区内に本店登記（法人）または主

たる事業所を有し（個人事業主）、区内で１年以上事業を営んでいる者 

・区内に存する中小企業等で組織する商工業団体 

・対面形式の展示会（国内のみ） ・オンライン展示会 

（令和７年４月１５日(火)から令和８年３月 3１日(火)までに開催されるもの） 

・会場使用料(小間料) 

・展示装飾に要する経費 ※ただし、テーブル、パンフレットスタンド、パーテーションなど展示会終

了後も長く使用できる備品の購入は対象外 

・出品物の運搬に係る経費 
※ただし、自社運搬の際のガソリン代及び高速道路代、公共交通機関の利用に要する経費は対象外 

・インターネットを利用して行われる場合の出展料 

対象経費の総額の３分の２、限度額３０万円まで(千円未満の端数は切り捨て) 

・補助金交付申請書 

・展示会等出展事業計画書 

・展示会等の経費に係る見積書 

・企業概要（団体の場合は団体案内） 

・出展する展示会等の概要が分かるもの 

・法人の履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写し 
・法人事業税及び法人都民税の納税証明書または個人事業税及び住民税の納税証明書 
・その他区長が必要と認める書類 

申請書に必要書類を添えて、下記申込先へ提出してください。 

※申請の手続は裏面を参照してください。 

・先着順のため、予算額に達し次第、受付は終了します。 

・申請受付期間や補助対象とならない展示会等など、詳細はホームページでご確認ください。 

・申請書類は、ホームページでダウンロードできます。 

・申請書類及び添付書類は返却いたしません。 

・他機関が実施している同種の補助事業と重複して補助を受けることはできません。 

・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金の交付決定の内容又は法令

若しくはこの要綱の規定に違反したときは、補助金交付決定を取り消します。 

お問い合わせ・申込先 

〒１０４－８４０４ 

中央区築地１－１－１中央区役所７階 区民部商工観光課中小企業振興係 

電話：０３－３５４６－５４８７ 受付時間：9:00～17:00（土日祝除く） 

補助金交付回数の制限 年度内 1 回限り、通算 3 回まで 

※補助金の交付は年度内 1 回限りで、平成 28 年度からの通算で 3 回まで補助します。 



中央区中小企業販路拡大支援事業補助金交付の流れ 

 
      提出書類   ・中央区中小企業販路拡大支援事業補助金交付申請書（所定様式） 

                 ・展示会等出展事業計画書（所定様式） 

                 ・展示会等の経費に係る見積書 

                 ・会社案内または団体案内等、会社・団体の概要が分かるもの 

                 ・出展する展示会等の概要が分かるもの 

                 ・法人の履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写し 

                 ・法人事業税及び法人都民税の納税証明書 

または個人事業税及び住民税の納税証明書 

 

          決  定 ・中央区中小企業販路拡大支援事業補助金交付決定通知書（所定様式） 

          送  付 ・中央区中小企業販路拡大支援事業実績報告書（所定様式） 

               ・事業収支決算書（所定様式） 

               ・実施アンケート 

          却  下 ・中央区中小企業販路拡大支援事業補助金不交付決定通知書（所定様式） 

 

 

 

   速やかに区へ連絡のうえ、中央区中小企業販路拡大支援事業変更等承認申請書（所定様式）を提出 

       ※出展中止の場合、その分の補助金を他の申請希望者のために活用しますので、速やかにご提出願います。 

        なお、一旦決定を受けた展示会を他の展示会に変更することはできません。その場合は出展中止の扱い 

        になりますので、決定を受けた展示会に出展しない（できない）ことが判明した時点で速やかにご連絡 

          ください。 

            

           送  付 中央区中小企業販路拡大支援事業変更等承認書（所定様式） 

 

 

 

           提出書類 ・中央区中小企業販路拡大支援事業実績報告書（所定様式） 

                ・事業収支決算書（所定様式） 

                ・補助対象経費に係る領収書や請求書等の写し 

                ・実施アンケート 

                ・展示会場見取図・当日の様子がわかる写真 

                →申請者の出展が確認できるものをご用意ください。 

                 例）申請者名が記載された見取図・ブースの写真 

 

提出書類により、出展した展示会及びかかった経費の審査 

 

 

          決  定 ・中央区中小企業販路拡大支援事業補助金交付額確定通知書（所定様式） 

          送  付 ・中央区中小企業販路拡大支援事業補助金交付請求書（所定様式） 

               ・支払金口座振替依頼書（所定様式） 

 

 

 

 

         口座振替により補助金を交付します。（目安：書類受理後、約 4週間後）

 

交付申請 

審  査 

申請受付 

決定通知 

 

事業実績報告書

提     出 

審  査 

交付額の確定 

補助金交付請求書、口座振替依頼書の提出 

 

・申請内容に変更が生じた場合 

・展示会への出展ができなくなった場合や出展を取りやめる場合 

 

変更・中止を承認       

展 示 会 実 施 

提出書類の審査 

補助金交付 

 


